
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件                          

六
九 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件                            

六
九 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件                          

七
〇 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件                                          

七
〇 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
三
件              

七
〇 

　福
島
県
人
事
委
員
会 

○
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                            

七
一 

　福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

○
コ
イ
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
指
示
す
る
件                                        

七
一 

○
コ
イ
の
持
ち
出
し
の
禁
止
に
係
る
指
定
水
域
の
範
囲
を
定
め
る
件                        

七
二 

　正

　誤 

○
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
付
け
号
外
第
一
号
中                                      

七
二 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
九
十
六
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
八
年
二
月
二
十
二
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

桑
野
協
立
病
院

　
　
　
　
　
　
　
　郡
山
市
島
二
丁
目
九
番
一
八
号

　
　令
和
一
一
年
二
月
二
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
七
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部

産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労

政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
喜
多
方
桜
ガ
丘
店

　福
島
県
喜
多
方
市
東
桜
ガ
丘
一
丁
目
二
番
ほ
か 

二

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者 

　
　
　名
称

　株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　青
木

　宏
憲 

　
　
　住
所

　石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
千
五
百
十
二
番
地 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

　
　
　名
称

　株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　青
木

　宏
憲 

　
　
　住
所

　石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
千
五
百
十
二
番
地 

三

　大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

　
　令
和
八
年
十
月
七
日 

四

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

　
　千
三
百
五
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

五

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

　１

　駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　五
十
二
台 

　２

　駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　四
十
台 

　３

　荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　面
積

　二
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

　４

　廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　容
量

　七
立
方
メ
ー
ト
ル 

六

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

開
店
時
刻

　午
前
九
時 

閉
店
時
刻

　翌
午
前
零
時 

　２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

　３

　駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

　
　㈠

　数

　二
か
所 

　
　㈡

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　４

　荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

　
　
　午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

七

　届
出
年
月
日 

　
　令
和
八
年
二
月
六
日 

　（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
八
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
農
商
工
部
産
業

雇
用
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ザ
・
ビ
ッ
グ
喜
久
田
店

　福
島
県
郡
山
市
東
原
一
丁
目
二
百
十
九
番 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
九
十
九
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
梁

取
地
区
に
係
る
県
営
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
一
般
型
）
）
を
行

う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　年
三
月
十
六
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

只
見
町
役
場 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
会
津
美
里
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要

旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

原
田
彰

　小
原
ミ
ド
リ

　小
原
筆
一

　上
野
七
郎

　目
黒
新
一

　目
黒
正
義

　金
田
ツ
ル
ノ

　小

島
一
美

　横
山
喜
源
太 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
二

十
六
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
一
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
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八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の

内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

菊
地
雄
一

　平
野
シ
ノ

　平
野
ハ
ツ
ヱ

　平
野
フ
ジ
ノ

　平
野
元
三
郎

　平
野
常
將

　平
野
博
明

　平
野
八
次
郎

　佐
藤
イ
セ
コ

　佐
藤
イ
セ
子

　星
今
男

　星
貞
策

　星
德
美

　平
野
タ
マ
キ

　平

野
勝
應

　菊
地
大
三
郎

　酒
井
寅
雄

　森
フ
ジ
エ

　森
七
郎

　森
進

　馬
場
恵

　馬
場
チ
ト
セ

　馬

場
義
彦

　馬
場
洪
治

　馬
場
四
郎

　馬
場
庄
太
郎

　馬
場
正
年

　馬
場
清
三

　馬
場
太
平

　馬
場
長

佐

　馬
場
美
夫

　馬
場
友
良

　馬
場
林
太
朗

　金
谷
信
定

　菅
家
一
弘

　菅
家
小
八

　菅
家
昇

　菅

家
常
彦

　菅
家
正
蔵

　菅
家
正
衞

　菅
家
敏
惠

　菅
家
又
一
郎

　菅
家
利
男

　菅
家
榮
男

　菅
家
爲

安

　芳
賀
吉
雄

　堀
金
浩
蔵

　河
原
田
榮

　河
原
田
清
一

　河
原
田
竹
芳

　菊
地
一
作

　菊
地
永
作

　菊
地
義
廣

　菊
地
秀
美

　菊
地
正
平

　菊
地
兵
衛

　菊
地
德
太
郎

　栗
城
四
郎

　酒
井
平
吉

　星

勇
一

　馬
場
弘

　馬
場
熊
ヲ

　馬
場
粂
男

　馬
場
虎
芳

　馬
場
勝
芳

　馬
場
直
衛

　馬
場
貞
次

　馬

場
哲
雄

　馬
場
寅
佐

　馬
場
福
太
郎

　菅
家
キ
ヨ
子

　菅
家
ユ
キ

　菅
家
為
安

　菅
家
玉
記

　菅
家

元
善

　菅
家
清
久

　菅
家
太
平

　菅
家
典
保

　芳
賀
和
祐

　馬
場
政
次 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
十
九
号
）
に
よ
る
こ

と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
二
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
塙
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

鈴
木
勝
美

　鴨
志
田
一
穂

　安
部
竹
儀

　酒
井
正
人

　白
坂
庄
右
エ
門

　鈴
木
道
夫 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
二

十
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
人
事
委
員
会 

　
　
　
　
　
　

 
 

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
人
事
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　千

　葉

　悦

　子 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号 

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
第
三
号
中
「
括
弧
書
」
を
削
り
、
「
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に

掲
げ
る
場
合
（
令
和
九
年
以
後
の
各
年
分
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
掲
げ
る
場
合
）
に
お
け
る
同
項
の
規

定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

　
　
　附

　則 

　（
施
行
期
日
） 

１

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

　（
経
過
措
置
） 

２

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
以
後
に
営
利
企
業
以
外
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
地
位
に

就
い
た
場
合
（
報
酬
を
得
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
営
利
企
業
以
外
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
地
位
に
就
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
総
務
審
査
課
） 

 

　
　
　
　福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

　
　
　
　

 
 

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号 

　コ
イ
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条

第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 
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　福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
長

　片

　山

　亜

　優 
一

　指
示
の
内
容 

１

　持
ち
出
し
の
禁
止 

㈠

　公
共
の
用
に
供
す
る
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
し
て
一
体
を
成
す
水
面
（
以
下
「
公
共
用
水
面

等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
コ
イ
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
に
か
か
り
、
又
は
か
か
っ

て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が

認
め
た
場
合
は
、
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
公
共
用
水
面
等
（
以
下
「
指
定
水

域
」
と
い
う
。
）
に
生
息
す
る
コ
イ
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。 

㈡

　委
員
会
は
、
指
定
水
域
の
範
囲
に
つ
い
て
速
や
か
に
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

２

　放
流
の
制
限 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
コ
イ
で
な
け
れ
ば
、
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を

除
き
、
公
共
用
水
面
等
に
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
採
捕
し
た
コ
イ
を
採
捕
し
た
公
共

用
水
面
等
に
再
放
流
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

㈠

　コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
水
面
に
生
息
し
て
い
た
コ
イ
で
な
い
こ

と
。 

㈡

　コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
水
面
に
生
息
し
、
又
は
生
息
し
て
い
た

コ
イ
と
水
を
介
し
て
の
接
触
が
な
い
コ
イ
で
あ
る
こ
と
。 

㈢

　Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
（
ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
法
に
よ
る
検
査
を
い
う
。
）
又
は
Ｌ
Ａ
Ｍ
Ｐ
法
で

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
陰
性
が
確
認
さ
れ
た
コ
イ
群
の
コ
イ
で
あ
る
こ
と
。 

３

　遺
棄
の
禁
止 

生
死
を
問
わ
ず
、
公
共
用
水
面
等
に
コ
イ
を
遺
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。 

４

　１
及
び
２
に
掲
げ
る
事
項
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
コ
イ
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

二

　指
示
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号 

　コ
イ
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
指
示
す
る
件
（
令
和
八
年
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第

一
号
）
に
基
づ
き
、
指
定
水
域
の
範
囲
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

　
　令
和
八
年
二
月
二
十
四
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
長

　片

　山

　亜

　優

　

 

　阿
武
隈
川
本
流
及
び
支
流 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

正

　
　誤 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
付
け
号
外
第
一
号
中 

　
　五

上

前
か
ら

大
字
下
蓬
田
字
古
寺

　
　
　
　

字
古
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
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